
長沼町行政改革推進本部設置要領
（平成　8年　3月29日　制定）

（平成14年10月17日　改正）

第1設置

長沼町の行政改葦の推進を図るため、庁内に長沼町行政改革推進本部（以下「本部」という。）を

設置する。

第2　馴勺

本部は、自給率務次官通達（平成9年11月14日付目治整第23号）自治省行政局長通達（8月

20日付旨治行第67号）に基づき、地方分権の推進にとらなう社会の変化に対応した、簡素で効率

的な行政の確立に向け、自主的な行政改革を図ることを目的とする。

第3　所掌事項

本部の所掌事項は、次のとおりとする。

（1）長沼町行政改革に係る基本方針の策定に関すること。

（2）行政改革の推進に関すること。

（3）市町村合併問題に関すること。

（4）その他行政改革に係る重要事項に関することく｝

第4．組織

1本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって糸鋸離‾る。

2　本部長は助役とし、副本部長は収入役1教育長とする。

3　本部員は、職員の中から町長カギ旨名する。

第5　本部長及日割本部長

1本部長は本部を代表し、所掌事項を総括する。

2　副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

第6　会議

本部の会議は、本部長が必要に応じ招集し、これを主宰する。

第7　部会

本郡長は、行政改革に係る専門的な事項について調盈検討させるため、必要に応じ、部会を筐く

ことができる。

第8　庶務

本部の庶務は、総務課において処理する。



欝9　その他

この賢執こ定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

附　則

この要領は、平成　8年　3月29日より適用する。

附　則

この要領ほ、平成14年10月17日より適用する。

附　則

この要矧ま、平成15年　7月1日より適用する。
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